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はじめに 
 

 

本市では，平成 24 年 5 月に「市民の安全･安心を守り，時代の変化と市民ニーズに即した質

の高い行政サービスを提供する体制づくりに向けた改革」及び「地方自治体の普遍的使命である

行政活動の効率と信頼を高めるためのたゆまぬ改革」を理念とし，本市の今後の行政改革の骨子

を示す「高知市行政改革大綱」を策定しました。この大綱に基づき，より具体的な行政改革の取

組を示す行動計画として平成 25 年度から平成 27 年度までの 3 か年を計画期間とする「高知市

行政改革第１次実施計画」を策定し，行政改革を推進してきました。 

現在本市では，南海トラフ地震から市民の生命と財産を守る取組が喫緊の課題となっているこ

とや，今後，人口減少や少子高齢化が急速に進行していくことが予想されており，本市の個性と

魅力を活かし，安定した雇用の確保や新たな人の流れの創出，若い世代の結婚・出産・子育ての

希望をかなえる環境づくりを目的とした，自律的で持続的な地方創生の取組を示す「まち・ひと

・しごと創生総合戦略」を策定し，個々の取組を推進することで，人口減少に歯止めをかけ，将

来にわたり活力ある社会を維持していくことが重要課題となっております。 

行政改革第 2 次実施計画は，平成 27 年度までを計画期間とした第 1 次実施計画に引き続き，

計画期間を平成 28 年度から平成 30 年度までの 3 か年とし，本市を取巻く社会状況を踏まえ，

将来の人口減少社会を見据えた，公共施設の維持，管理を計画的に効率的に推進するための「公

共施設マネジメントの推進」，来るべき南海トラフ地震から市民の命を守り，守った命をつなぐ対

策を推進するための「南海トラフ地震への組織的な取組の推進」，地域活動の担い手を育成し，よ

り一層市民との協働により多様化した市民ニーズに対応するため様々な課題解決への取組を推進

するための「地域との連携・協働の推進」，平成 31 年度に供用開始を予定している新庁舎におけ

る市民サービスの充実や執務効率の向上を推進するための「新庁舎建設に向けた市民サービスの

充実」の４つを重点目標として掲げ，自律的で持続可能な市政運営を図り，より一層市民に信頼

される行政を目指して，積極的に改革への取組を推進していくこととしました。 

この行政改革第 2 次実施計画を，市民の理解や協力を得ながら，市の総力を挙げて取り組む行

政改革の行動計画として，全職場・全職員が一丸となって，一層の行政サービス向上と効率化を

進めてまいります。 

 

 

 

                             高知市行政改革推進本部長 

                              高知市長 岡 﨑 誠 也   
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Ⅰ行政改革実施計画の位置付け 

行政改革実施計画の策定根拠となる高知市行政改革大綱（平成 24 年 5 月）では，おおむね平成 32

年度までを計画期間として，行政改革の理念，５つの改革の基軸及び 16 の基本方策を定めています。 

このため，改革の基軸及び基本方策には，実現まで相当な期間を要するものや，短期間に完了すべ

きもの，不断の取組が求められるものが混在して掲げられています。 

これに対して行政改革実施計画は，行政改革大綱に基づく行動計画という位置付けのもと，計画期

間を３か年とし，計画期間内の各年度における具体的な改革の取組を示すものです。 

 

  【行政改革大綱と行政改革実施計画との関係】 

　○　重点目標　３項目　　○取組項目　59項目

５　財政基盤の強化

行政改革の理念及び改革の基軸

１　組織力の強化

２　連携・協働の充実

　づくりに向けた改革 　るためのたゆまぬ改革

３　簡素・効率化の追求

４　信頼性の確保

高知市行政改革大綱
行政改革の理念に基づき，５つの改革の基軸及び16の基本方策を示す。

　の高いサービスを提供する体制 　る行政活動の効率と信頼を高め

　　市民の安全・安心を守り，質 　　地方自治体の普遍的使命であ

や体制の構築・改善・再構築等）を示す行動計画

高知市行政改革第１次実施計画（計画期間：平成25年度～平成27年度）

高知市行政改革第２次実施計画（本計画）

基本方策（16項目）

高知市行政改革実施計画
計画期間：３か年

高知市行政改革大綱に基づき，具体的な行政改革の取組（行政運営の仕組み

　○　年度指標達成率　３か年平均　82.5％

　○　取組項目のうち可能なものには，各年度の進捗状況等を計る目安となる

　　指標を示す。

　○　計画期間：平成28年度～平成30年度

　○　計画期間における行政改革の「重点目標」及び「重点的な取組」，各所

　　属における具体的な「取組項目」を示す。
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Ⅱ 計画期間と推進体制 

１ 取組期間 

 行政改革第２次実施計画（本計画）の取組期間は，平成 28 年度から平成 30 年度までの 3 か年と

します。ただし，平成 28 年度に予定されている高知市総合計画の基本計画の見直し等を踏まえ

るとともに，必要に応じて見直しを行うものとします。 

２ 推進体制 

計画を推進するに当たっては，高知市行政改革推進本部を中心に全庁的な推進体制を構築し，職員

一人ひとりが明確な目的意識を持って，改革に取り組んでいきます。 

 また，取組の状況については，毎年度進行管理を行い，市議会及び高知市行政改革推進委員会に随

時報告を行うとともに，市民への情報公開・説明責任の徹底に努めます。 

 

   【推進体制体系図】 

 

事務局：総務部行政改革推進課

全職員

市議会

高知市行政改革推進本部

高知市行政改革推進本部幹事会

各部局・各課・行政委員会等

行政改革の推進に係る検討及び調整

構成：各副部局長，上下水道局次長，消防局担当次長，

　　　社会教育関係担当教育次長等

　　　上下水道事業管理者，上下水道局長，消防局長，教育長

構成：市長，副市長，各部局長，担当理事，会計管理者

行政改革の推進に係る決定

　　行政改革の推進について，市長の諮問に応じ

所管する事項に関する行政改革の取組の推進

市民

高知市行政改革推進委員会

　　調査及び審議をするほか，市長に意見を述べる。

　　構成：学識経験者，見識を有する市民

意
見

報
告

指
示

報
告

報
告

意
見

公
表

意
見

（「市民の声」等）
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Ⅲ 本計画の重点目標 

高知市行政改革大綱の改革の理念を踏まえて，本計画の計画期間における主要課題等に対して重点

的な取組を推進するために，本計画の重点目標を設けます。 

 

 

 

 

 

 

【本計画の計画期間における主要課題】 

・ 「公共施設マネジメント基本方針」に基づき，平成 27 年３月に作成した「高知

市公共施設白書」において，保有施設の維持には 40 年間で約 5,170 億円が必要

と試算された。将来の人口減少社会を見据え，それぞれの施設における市民サービ

スの提供と今後の維持管理経費についての市民負担とのバランスを十分考慮し，公

共施設の統廃合や廃止，長寿命化対策等を適切に実施していかなくてはならない。 

・ 南海トラフ地震対策という「市民の安全と安心を守る」「守った命をつなぐ」自

治体の基本的使命を改めて認識させられる重要な課題に直面している。地震発生後

の早期復旧・復興に組織的に対応できる体制を構築していくとともに，防災面にお

ける市民との協働をより一層推進し，地域防災力の向上を図らなくてはならない。 

・ 日常における地域の安全･安心の確保の点でも，被災による被害を最小限に止め

るという点でも，平時からの地域の絆の醸成と市民と行政の連携･協働が重要であ

り，取組をさらに強化していかなくてはならない。また，市民との連携・協働を充

実させるためには，市民と行政のまちづくり課題に関する相互理解と情報共有を推

進する必要があることから，本市の広聴・広報機能の充実を図らなければならない。 

・ 平成 31 年度に予定している新庁舎供用開始に向け，市民に愛される庁舎として

市民サービスや執務効率の向上を目指して，ハード・ソフトの両面から機能を充実

させていかなくてはならない。 

 

行政改革大綱（平成 24 年５月）における行政改革の理念 

  「市民の安全･安心を守り，質の高い行政サービスを提供する体制づくりに向けた改革」 

  「地方自治体の普遍的使命である行政活動の効率と信頼を高めるためのたゆまぬ改革」 
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 これらの主要課題を踏まえ，次の４項目を本計画の重点目標とし，重点的な取組を推進してい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点目標１ 公共施設マネジメントの推進
安全・安心で将来にわたり持続可能な公共施設サービスを提供していくため，公

共施設マネジメント基本方針，公共施設白書及び基本計画に基づき，公共施設の管

理・機能・総量の最適化（公共施設マネジメント）を推進する。 

重点目標２ 南海トラフ地震への組織的な取組の推進 
「自然災害から市民を守る」「災害に強いまちづくり」という観点から，東日本

大震災等を教訓に，南海トラフ地震に向けて組織的に取り組むとともに，発生後，

速やかに復旧・復興に取り組める体制づくりを推進する。また，防災面における行

政と住民の役割を明確にし，連携・協働体制を強化する。 

重点目標３ 地域との連携・協働の推進
災害時においても平時においても，地域が築き上げてきた住民同士の助け合い，

支え合いの活動が機能し，住民自治の取組が充実されるように，地域コミュニティ

の再構築等の取組により行政と地域が一緒になって考え，軌道に乗せていく。市民

と行政の連携を前提とする情報共有を推進するため，広聴・広報機能を充実させて

いく。 

重点目標４ 新庁舎建設に向けた市民サービスの充実 
新庁舎供用開始に向けて，窓口サービスの改善・充実につながる取組について積

極的に研究・検討し，早期に実現可能なものは，仮庁舎供用中に試行導入を行って

いく。 
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Ⅳ 本計画の取組内容 

 本計画の具体的な取組として，重点目標の実現に向けた「重点的な取組」及び行政改革大綱５つの

基軸の推進に向けた個別の取組項目を示します。 

 

１重点的な取組 

重点的な取組とは，本計画の重点目標の実現に向け，重点的な位置付けで実施していく取組です。 

計画期間内の総括的な指標を示し，目的達成に向けて確実な進行管理を実施します。 

 

 

(1) 重点目標１ 公共施設マネジメントの推進 

重点的な

取組 
 

①公共施設マネジメントの推進（№26） 

内 容 ：  公共施設マネジメント基本方針，公共施設白書及び基本計画に基づ

き，平成 28 年度から施設の再配置計画・長期修繕計画を策定する中

で具体的な統廃合の検討，調整を図っていく。 

担当部署： 管財課財産政策室 

総括指標： 公共施設マネジメント基本計画に基づき，施設の再配置計画・長期

修繕計画を策定し，実施する。 

 

 

②公有財産管理の再構築（№55） 

内 容 ：  公有財産管理を適切に行うための仕組みづくりやデータ整理を行

い，もって公有財産の有効活用と計画的な施設の保全を図る。 

担当部署： 管財課 

総括指標： 公共施設マネジメントに必要な各種データの充実を図る。 
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(2) 重点目標２ 南海トラフ地震への組織的な取組の推進 

重点的な

取組 
 

①南海トラフ地震対策業務継続計画（ＢＣＰ）の策定（№１） 

内 容 ：  南海トラフ巨大地震発生後の優先業務を各部局で確認するととも

に，被災時においても主要業務を継続させるため，本市の部局別業務

継続計画（ＢＣＰ）作成を推進し，被災後の早期復旧･復興体制の確

立を目指す。また，応急業務等必要な基本的知識について部局研修の

実施を促進し，職員の防災意識向上を図る。 

担当部署： 防災政策課，各所属 

総括指標： 平成 28 年度末までに，各部局の南海トラフ地震対策業務継続計画

を策定し，市全体の南海トラフ地震対策業務継続計画へ反映させる。 

 

 

②避難体制の強化（№３） 

内 容 ：  南海トラフ巨大地震に伴い発生する津波から市民の命を守る対策

を進めるとともに守った命をつなぐ対策を，地域住民との連携の下，

①避難所への食料，生活必需品等の備蓄，②津波避難ビルの指定及び

重機材整備や備蓄，③長期浸水地域での孤立者の救助救出対策を行

う。また，地区別津波避難計画の検証を行う。 

担当部署： 防災政策課，地域防災推進課 

総括指標： 発生頻度の高い一定程度の地震・津波（Ｌ１）想定の１日分の食料

等を備蓄する。（27 年度から 31 年度で１日分を備蓄） 

 

 

③地域防災体制の充実（№16） 

内 容 ：  地域における防災活動などの重要な役割を担う自主防災組織の結

成を促進，活動活性化を図るともに，防災リーダーを育成する講座や

防災士の資格取得を支援することにより，防災面における行政と住民

の連携，協働体制を強化し，地域防災力の向上を図る。 

担当部署： 防災政策課，地域防災推進課 

総括指標： ①平成 30 年度末までに，防災リーダーを 2,250 人認定する。 

②平成 30 年度末までに，防災士資格取得者を 900 人養成する。 
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(3) 重点目標３ 地域との連携・協働の推進 

重点的な

取組 
 

①地域内の連携強化（№14） 

内 容 ：  地域の課題が多様化する中で，地域内での連携・協力によって解決

を目指していくための組織となる地域内連携協議会の設立促進を図

るとともに，地域活動の担い手を育成するための支援等を進め，行政

と地域が連携しながら地域コミュニティの再構築を進めていく。 

担当部署： 地域コミュニティ推進課 

総括指標： ①地域内連携協議会の設置数の増加 

②地域リーダー養成講座の開設（年間 50 人） 

 

 

②市民協働に関する庁内情報共有･意識啓発の推進（№15） 

内 容 ：  各地域の実情や課題等について庁内情報共有の役割を担う地域課

題検討会議にて，地域課題の解決に向けた市民協働の取組を効果的に

推進する。また，市民協働に関する意識啓発を主な目的として，地域

内連携協議会において職員が市民との協働による取組を実践する。 

担当部署： 地域コミュニティ推進課 

総括指標： ①「地域課題検討会議」の運営 

②「地域活動応援隊」の配置 

③協働のまちづくりや住民自治等についての研修の実施 

 

 

③地域福祉の推進（№18） 

内 容 ：  地域福祉計画に基づき「こえかけあい，たすけあい，うんとひろげ

よう，ちいきのえがお」を合言葉に，計画の推進に向け，「おたがい

さま」の住民意識づくりと地域福祉を推進するための体制づくりに重

点を置き，取組を行う。 

担当部署： 健康福祉総務課 

総括指標： ①住民同士の助け合いの必要性について，「必要」と答えた人の割合

95.0％ 

②「住んでいる地区の住民同士で助け合いがある」と答えた人の割合

50.0％ 

 

 

④広聴・広報機能の充実（№24-1，24-2，24-3） 

内 容 ：  伝える広報から伝わる広報への転換並びに市民の関心と相互理解

を深める広聴・広報活動実施のため，（仮称）広聴広報戦略プランを

策定し，プランに基づいた各種事業を実施していく。 

担当部署： 秘書広報課，市民生活課，行政改革推進課 

総括指標：  平成 28 年度に（仮称）広聴広報戦略プランを策定する。 
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(4) 重点目標４ 新庁舎建設に向けた市民サービスの充実 

  

①窓口サービスの充実（№９） 

内 容 ：  新庁舎供用開始に向け，総合的窓口の設置及び，住民票等のコンビ

ニ交付の実施等，窓口サービスの改善･充実につながる取組について

積極的に研究･検討し，早期に実現可能なものは，仮庁舎供用中に試

行導入を行う。 

担当部署： 行政改革推進課，各窓口所管課 

総括指標： 平成 30 年度に総合的窓口の試行導入を行う。 

 

 

②新庁舎機能の検討（№10） 

内 容 ：  老朽化している市役所本庁舎及び周辺庁舎を新庁舎として統合･整

備し，庁舎の集約化，ユニバーサルデザイン化，耐震性の確保等を図

るとともに，市民サービスや執務効率の向上を目指して，ハード・ソ

フトの両面から新庁舎機能の検討を進める。 

担当部署： 新庁舎建設事務所 

総括指標： 平成 30 年度に市民サービスや執務効率の向上を考慮した機能を有

する新庁舎を完成させる。 
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２ 高知市行政改革大綱５つの基軸の推進（取組項目） 

高知市行政改革大綱（平成 24 年 5 月）に示された「行政改革の基軸」及び「基本方策」に連なる

個別の取組項目は，次表のとおりです。 

取組項目ごとに，計画期間内の各年度の実施内容を示すほか，各項目のうち可能なものには指標と

なる事項を示し，目的達成に向けて確実な進行管理を実施します。 

 

【取組項目一覧表】 

大綱
基軸

大綱
基本方策

№ 取組項目名
重
点

担当部署

1 南海トラフ地震対策業務継続計画（ＢＣＰ）の策定 ● 防災政策課，各所属

2 災害時医療体制の確保 地域保健課，保健所各課

3 避難体制の強化 ●
防災政策課，地域防災推
進課

4 消防署所の再編整備 消防局総務課

5-1 地域保健課，母子保健課

5-2 地域保健課

6 職場におけるリスクマネジメントの推進 行政改革推進課，各所属

7 情報収集と知識集積の強化 総合政策課

8 政策調査研究の推進 人事課

9 窓口サービスの充実 ●
行政改革推進課，各窓口
所管課

10 新庁舎機能の検討 ● 新庁舎建設事務所

11 接遇力向上の取組の推進 人事課

12 情報システムの全体最適化 情報政策課

13 社会保障･税番号制度導入への対応 情報政策課

14 地域内の連携強化 ● 地域コミュニティ推進課

15 市民協働に関する庁内情報共有・意識啓発の推進 ● 地域コミュニティ推進課

16 地域防災体制の充実 ●
防災政策課,地域防災推
進課

17 研究機関等との連携 総合政策課

18 地域福祉の推進 ● 健康福祉総務課

19 アウトソーシングの推進 行政改革推進課

20 指定管理者制度の適正運用 行政改革推進課

21 各種審議会等への女性の積極的な参画
人権同和・男女共同参画

課

(3) 自治体間
連携の充実 22 広域行政の推進 総合政策課

23 行政情報公開の推進 総務課情報公開センター

24-1 ●
秘書広報課広聴広報推進
室，市民生活課，行政改
革推進課

24-2 ● 行政改革推進課

24-3 ● 情報政策課

健康危機管理体制の強化

広聴・広報機能の充実

１　組織力
の強化

(1) 危機管理
体制の強化

(2) 政策形成
機能の強化

(3) 質の高い
サービスの提
供

２　連携・協
働の充実

(1) 市民と行政
のパートナー
シップの確立

(2) 多様な担い
手の活用

(4) 情報公開・
説明責任の徹
底
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大綱

基軸

大綱

基本方策
№ 取組項目名

重

点
担当部署

25 簡素で機能的な機構の構築 行政改革推進課

26 公共施設マネジメントの推進 ● 管財課財産政策室

27 公社等外郭団体見直しの推進
関係各所属,行政改革推
進課

28 職員定数管理の取組の推進
行政改革推進課，消防
局，上下水道局，教育委
員会

29 入札・契約事務の電子化 契約課

30 高知市環境保全率先実行計画の推進 新エネルギー推進課

31 行政評価の実施及び活用 行政改革推進課，総合政
策課，財政課

32 事務事業見直しの推進
行政改革推進課，財政

課，各所属

33-1 人事課

33-2 総務課

33-3 出納課

33-4 技術監理課

33-5 上下水道局総務課

34 女性リーダー職員の育成 人事課

35 人材の確保 人事課

36 人事制度を通じた人財育成の推進 人事課

37 メンタルヘルス対策の充実 人事課

38 職員の倫理意識の向上 人事課

39 公共的団体等の資金取扱事務の適正化
行政改革推進課，関係各
所属

40 一般競争入札の拡大 契約課

41 入札・契約に係る情報公開の推進 契約課

42 監査指摘事項への対応
関係各所属，行政改革推
進課

43 個人情報保護の徹底 総務課

44 情報システムのセキュリティ対策の徹底 情報政策課

45 財政運営の健全化 財政課

46 持続可能な上下水道事業の推進（経営の健全化） 上下水道局企画財務課

47 公会計制度への対応 財政課

48-1 市民税課

48-2 資産税課

49 債権管理の適正化
関係各所属，税務管理課
債権管理室

50 使用料・手数料等の見直し 財政課

51 広告収入の確保 管財課

52 ふるさと納税の積極的な活用 財政課

53 余剰電力の安定化及び売電入札による増収への取組 清掃工場

54 新たな自主財源調達手法の検討 財政課，各所属

55 公有財産管理の再構築 ● 管財課

56 遊休資産の整理活用 管財課

職員研修の充実

公平・公正な賦課

３　簡素・効
率化の追求

(1) 組織の簡
素・効率化

(2) コスト意識
の徹底

(3) 評価と改善
の推進

４　信頼性
の確保

(1) 職員の能力
と資質の向上

(3) 情報セキュ
リティの強化

(2) 公平・公正
の維持

５　財政基
盤の強化

(1) 財政健全
化の推進

(2) 財源の確保

(3) 公有財産の
有効活用
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１ 組織力の強化 

 

1-(1) 危機管理体制の強化 

 

取 組 項 目 南海トラフ地震対策業務継続計画（ＢＣＰ）の策定 Ｎｏ.１ 

担当部署 防災政策課，各所属 

内  容  南海トラフ巨大地震発生後の優先業務を各部局で確認するとともに，被災時において

も主要業務を継続させるため，本市の部局別業務継続計画（ＢＣＰ）作成を推進し，被

災後の早期復旧･復興体制の確立を目指す。また，応急業務等必要な基本的知識につい

て部局研修の実施を促進し，職員の防災意識向上を図る。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・各部局への研修会の開催 

・各部局との調整 

・業務継続計画の検証 

 

⇒ 

年度 

指標 

・各部局の業務継続計画完成 ― ― 

取 組 項 目 災害時医療体制の確保 Ｎｏ.２ 

担当部署 地域保健課，保健所各課 

内  容  災害時に市内における医療救護の総合調整を担う「高知市医療対策本部」としての役

割を確実に果すため，関係職員の研修及び実地訓練を行う。また，災害拠点病院並びに

救護病院と地域住民による「災害医療地域連絡会」の開催支援や災害時公衆衛生活動マ

ニュアルの見直しなどを行い，医療体制の充実強化を図る。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・医療対策本部訓練の実施 

・防災訓練への参加 

・院内訓練実施支援 

・災害医療地域連絡会の開催支援 

・災害時公衆衛生活動マニュアルに基づく訓練と検証

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

年度 

指標  

・拠点病院・救護病院の災害時用通信機器訓練への参

加率 100％ 

⇒ ⇒ 

取 組 項 目 避難体制の強化 Ｎｏ.３ 

担当部署 防災政策課，地域防災推進課 

内  容  南海トラフ巨大地震に伴い発生する津波から市民の命を守る対策を進めるとともに

守った命をつなぐ対策を，地域住民との連携の下，①避難所への食料，生活必需品等の

備蓄，②津波避難ビルの指定及び重機材整備や備蓄，③長期浸水地域での孤立者の救助

救出対策を行う。また，津波避難行動計画の検証を行う。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・避難所への食料，生活必需品等の備蓄 

・津波避難ビルの指定，資機材整備，備蓄 

・津波避難行動計画の検証 

・長期浸水地域での孤立者の救助救出方法の検

討 

⇒ 

⇒ 

・長期浸水地域での孤立者の救助救出対策 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

年度 

指標 

・発生頻度の高い一定程度の地震・津波（Ｌ１）

想定の１／５日分の食料等を備蓄（27 年度～

31 年度で１日分） 

⇒ ⇒ 
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取 組 項 目 消防署所の再編整備 Ｎｏ.４ 

担当部署 消防局総務課 

内  容  平成 27 年３月に策定した「高知市消防署所再編計画 2015」に基づき，災害等の発生

時に適切に対応するための消防力の集約，署所の適正配置に向けて，平成 30 年度の完

了を目標とし，現在の３署１分署５出張所体制を，庁舎の耐震化を進めながら４本署１

分署３出張所に再編するとともに，平成 32 年度末を目標として，組織・機構及び職員

定数の段階的な見直しを図る。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・（仮称）北消防署建設工事 

・（仮称）中央消防署基本・実施設計

・（仮称）北消防署建設・施設工事

・（仮称）中央消防署建設工事 

― 

・(仮称)中央消防署建設工事 

年度 

指標  

― 

 

・（仮称）北消防署開署 

・組織・機構改革（第２期） 

・条例定数の改正 

・（仮称）中央消防署開署 

取 組 項 目 健康危機管理体制の強化 Ｎｏ.5-1 

担当部署 地域保健課，母子保健課 

内  容  感染症等による健康危機発生時の社会機能維持に向けて，感染症の予防やまん延防

止，感染症知識の普及啓発に取り組む。特に，新型インフルエンザ対策は，高知市新型

インフルエンザ等対策行動計画に基づき，対応マニュアル等の整備を行うなど重点的に

取り組む。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・新型インフルエンザ等発生時における住民接種体制

整備に向けた検討・関係機関調整 

・感染症対応物品等の整備，新型インフルエンザ等対

策訓練の実施 

⇒ 

 

⇒ 

⇒ 

 

⇒ 

年度 

指標  

― ― ― 

  Ｎｏ.5-2 

担当部署 地域保健課 

内  容  医薬品による健康被害の発生予防，拡大防止のために，薬局，店舗販売業並びに毒物

劇物販売業等，医薬品等の販売業者への効率的で計画的な監視指導を実施する。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・薬局，店舗における医薬品等の適切な保管，陳列，販売状況の確認 ⇒ ⇒ 

年度 

指標  

・厚生労働省通知に示されている監視率の目標の達成 

（薬局 33％，店舗販売業 33％，高度管理医療機器等販売業貸与業 15％）

⇒ ⇒ 

取 組 項 目 職場におけるリスクマネジメントの推進 Ｎｏ.６ 

担当部署 行政改革推進課，各所属 

内  容  職場におけるリスク管理マニュアルである「高知市におけるリスク管理の進め方」

について，管理手法の効果を検証し，より効率的なものとなるよう見直しを図る。 

 各所属においては，管理マニュアルに基づき業務及び身の回りのリスク点検・管理

を行う。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・リスク管理マニュアルの検証及び見直し 

・各所属においてマニュアルに基づくリスク点検の実施 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

年度 

指標 

・リスク管理マニュアルの改定 

・リスク対応発生件数０ 

― 

⇒ 

― 

⇒ 
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1-(2) 政策形成機能の強化 

 

取 組 項 目 情報収集と知識集積の強化 Ｎｏ.７ 

担当部署 総合政策課 

内  容  市民ニーズやまちづくりの方向性を見定めるため市民意識調査を実施し，政策評価

の指標とするなど，幅広く情報等の収集を行う。 

また，職員が幅広く市政課題を認識し，政策形成に必要な知識･情報等を得る機会を

確保するため，有識者等を招聘して市政研究講演会を実施する。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・市民意識調査の実施 

・市政研究講演会の実施 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

年度 

指標 

・調査結果の各種計画及び施策への反映 

・年１回以上開催 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

取 組 項 目 政策調査研究の推進 Ｎｏ.８ 

担当部署 人事課 

内  容  時代とともに変化する地域課題の解決に向けた職員の課題発見力や政策立案力向上

に資する調査研究活動の奨励･支援を図る。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・事業先進地の視察支援により，職員の課題発見力や政策提案力の向上を図る

政策研究事業の実施 

・市政課題に関する自主的な研究活動を行う政策課題研究研修の実施 

・広域的な地域課題をテーマとした政策研究活動を行う政策研究共同事業（こ

うち人づくり広域連合実施）への職員の派遣 

・派遣研修報告会の実施 

⇒ 

 

⇒ 

⇒ 

 

⇒ 

⇒ 

 

⇒ 

⇒ 

 

⇒ 

年度 

指標 

・政策研究事業へ 30 人派遣 

・政策課題研究研修の実施 

・政策研究共同事業への職員の派遣 

・派遣研修報告会を２回実施 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 
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1-(3) 質の高いサービスの提供 

 

取 組 項 目 窓口サービスの充実 Ｎｏ.９ 

担当部署 行政改革推進課，各窓口所管課 

内  容  新庁舎供用開始に向け，総合的窓口の設置等，窓口サービスの改善･充実につながる

取組について積極的に研究･検討し，早期に実現可能なものは，仮庁舎供用中に試行導

入を行う。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・窓口サービスの充実について，

新庁舎建設検討委員会作業部会

（窓口サービス部会）における

研究・検討の実施 

⇒ ・総合的窓口機能の制度設計，試

行導入及び各種窓口サービス

の改善を実施 

年度 

指標 

・各窓口における申請書類等の簡

素化の実施 

・各窓口間の連携による市民の窓口

間移動の負担軽減を実施 

・総合的窓口の試行導入 

・導入可能な窓口サービス改善の

取組を随時実施 

取 組 項 目 新庁舎機能の検討 Ｎｏ.10 

担当部署 新庁舎建設事務所 

内  容  老朽化している市役所本庁舎及び周辺庁舎を新庁舎として統合･整備し，庁舎の集約

化，ユニバーサルデザイン化，耐震性の確保等を図るとともに，市民サービスや執務効

率の向上を目指して，ハード・ソフトの両面から新庁舎機能の検討を進める。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・新庁舎の整備 

・新庁舎における機能の検討 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

年度 

指標 

・新庁舎建設工事の着工 ― ・新庁舎完成 

取 組 項 目 接遇力向上の取組の推進 Ｎｏ.11 

担当部署 人事課 

内  容  市民満足度向上のために，時代とともに進化していく接遇意識と技術を身につけた職

員の育成と，その行政サービスを実行できる組織づくりを推進する。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・管理職対象の「心理学を活用した接遇研修」の実施 

・一般職，事務補助員対象の「心にひびく接遇好感度向上研修」の実施 

・部局研修委員会の接遇リーダー育成と接遇向上のための取組を実施 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

年度 

指標 

・「心理学を活用した接遇研修」を１回実施 

・「心にひびく接遇好感度向上研修」を４回実施 

・新規に接遇リーダーを 20 名育成 

・各部局研修委員会にて「接遇に関する具体的な行動計画」による取組実施 

・接遇リーダー会を２回実施 

・職員向け広報誌「接遇好感度向上通信」２回発行，掲示 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

取 組 項 目 情報システムの全体最適化 Ｎｏ.12 

担当部署 情報政策課 

内  容  住民基本台帳システムや税務情報システムをはじめとする庁内の情報システムにつ

いて，全体最適化の視点から見直しに取り組む。また，基幹業務システムの見直し方針

に基づき，情報システムの全体最適化計画を策定する。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・基幹業務システムの見直し方針に基づく調査・

分析 

⇒ ・調査・分析結果に基づく計画の策定 

年度 

指標 

― ― ・情報システムの全体最適化計画の策定 
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取 組 項 目 社会保障･税番号制度導入への対応 Ｎｏ.13 

担当部署 情報政策課 

内  容  市民や民間事業者に対する制度の周知，制度対象事務における事務フローの見直し，

個人番号の独自利用の推進，各業務システムの改修等の対応を実施する。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・他団体との情報連携に係る総合運用テストの実

施 

・他団体との情報連携の開始 ― 

年度 

指標 

・他団体との情報連携に係る総合運用テストの正

常完了 

・他団体との情報連携の正常な

状態での運用 

― 

 

 

 

２ 連携・協働の充実 

 

2-(1) 市民と行政のパートナーシップの確立 

 

取 組 項 目 地域内の連携強化 Ｎｏ.14 

担当部署 地域コミュニティ推進課 

内  容  地域の課題が多様化する中で，地域内での連携･協力によって解決を目指していくた

めの組織となる地域内連携協議会の設立促進を図るとともに，地域活動の担い手を育成

するための支援等を進め，行政と地域が連携しながら地域コミュニティの再構築を進め

ていく。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・地域内連携協議会の設立促進 

・地域リーダーの育成を支援 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

年度 

指標 

・市内 41 小学校区で地域内連携協議会の設立に向けた協議を実施 

・地域リーダー養成講座の開催（受講生：年間 50 人） 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

取 組 項 目 市民協働に関する庁内情報共有･意識啓発の推進 Ｎｏ.15 

担当部署 地域コミュニティ推進課 

内  容  各地域の実情や課題等について庁内情報共有の役割を担う地域課題検討会議にて，地

域課題の解決に向けた市民協働の取組を効果的に推進する。また，市民協働に関する意

識啓発を主な目的として，地域内連携協議会において職員が市民との協働による取組を

実践する。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・地域課題等に関する庁内情報共有 

・職員への市民協働に関する意識啓発 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

年度 

指標 

･「地域課題検討会議」の運営 

・「地域活動応援隊」の配置 

・協働のまちづくりや住民自治等についての研修の実施 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 
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取 組 項 目 地域防災体制の充実 Ｎｏ.16 

担当部署 防災政策課，地域防災推進課 

内  容  地域における防災活動などの重要な役割を担う自主防災組織の結成促進，活動活性化

を図るともに，防災リーダーを育成する講座や防災士の資格取得を支援することによ

り，防災面における行政と住民の連携･協働体制を強化し，地域防災力の向上を図る。

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・自主防災組織結成促進 

・自主防災組織の育成，強化 

・防災リーダー，防災士の育成 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

年度 

指標 

・自主防災組織結成率：100％ 

・防災リーダー1,950 人認定 

・防災士資格取得者 700 人（延べ）

⇒ 

・防災リーダー2,100 人認定 

・防災士資格取得者 800 人（延べ）

⇒ 

・防災リーダー2,250 人認定 

・防災士資格取得者 900 人（延べ）

 

2-(2) 多様な担い手の活用 

 

取 組 項 目 研究機関等との連携 Ｎｏ.17 

担当部署 総合政策課 

内  容  国立大学法人高知大学及び高知県立大学と締結した包括的連携協定に基づき，行政課

題等について，連携会議等を通じた情報交換等を図りながら，連携に向けた取組を進め

るとともに，他の大学等との連携を検討していく。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・連携会議等を通じた情報交換 

・新たな連携分野の検討 

・他の大学，専門学校など等研究機関等との連携の検討 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

年度 

指標 

・新たな連携事業の実施（年３事業以上） ⇒ ⇒ 

取 組 項 目 地域福祉の推進 Ｎｏ.18 

担当部署 健康福祉総務課 

内  容  地域福祉計画に基づき「こえかけあい，たすけあい，うんとひろげよう，ちいきのえ

がお」を合言葉に，計画の推進に向け，「おたがいさま」の住民意識づくりと地域福祉

を推進するための体制づくりに重点を置き，取組を行う。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・よりいっそうの地域福祉の推進に向けた体制

整備の検討 

・５つの基本目標の指標達成に向けた各種取組

― 

⇒ 

 

⇒ 

― 

⇒ 

 

⇒ 

・計画改定作業 

年度 

指標 

― 

 

― 

― 

 

― 

・住民同士の助け合いの必要性について，「必

要」と答えた人の割合     95.0％ 

・「住んでいる地区の住民同士で助け合いが

ある」と答えた人の割合    50.0％ 
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取 組 項 目 アウトソーシングの推進 Ｎｏ.19 

担当部署 行政改革推進課 

内  容  高知市職員定数管理計画に登載したアウトソーシング進行管理業務について，アウト

ソーシングの検討及び実施を進める。その他の業務についても，随時，費用対効果等の

検証を行いながら，アウトソーシングの検討を行っていく。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・高知市職員定数管理計画に基づく取組 

・新たなアウトソーシング対象事業等の検討 

・アウトソーシング実施済み事業等の費用対効果等の検証

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

年度 

指標 

・高知市職員定数管理計画に登載したアウトソーシング進

行管理表による 

⇒ ⇒ 

取 組 項 目 指定管理者制度の適正運用 Ｎｏ.20 

担当部署 行政改革推進課 

内  容  指定管理者制度について，サービス向上と運営の効率化という制度の趣旨を踏まえ

て，制度の適正運用に向けて選定手続き等の改善を進めるとともに，業務評価制度の確

立を図る。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・業務評価の質の向上に係る取組 

 

・（仮称）指定管理者制度ガイドライン策定に向けた取組 

⇒ 

 

⇒ 

・（仮称）指定管理者制度ガイドライ

ンによる運用 

― 

年度 

指標 

・（仮称）指定管理者制度ガイドラインの策定 ⇒ ・（仮称）指定管理者制度ガイドライ

ンによる運用 

取 組 項 目 各種審議会等への女性の積極的な参画 Ｎｏ.21 

担当部署 人権同和・男女共同参画課 

内  容  男女共同参画社会の実現に向け，政策方針決定過程への女性の参画向上を目指して，

「高知市男女共同参画プラン 2016」に基づき，審議会等における女性委員の比率向上に

努める。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・女性委員の比率が 30％未満の審議会等について，所管課

等への働きかけを実施 

⇒ ⇒ 

年度 

指標 

・各審議会等における女性委員の比率を 30%以上 ⇒ ⇒ 

 

2-(3) 自治体間連携の充実 

 

取 組 項 目 広域行政の推進 Ｎｏ.22 

担当部署 総合政策課 

内  容  近隣市町村と連携し，相当の規模と中核性を備える圏域を構成することで，人口減少

・少子高齢化社会においても一定の圏域人口を有し活力ある社会経済を維持するための

拠点である，「連携中枢都市圏」の形成に向けた調整・検討を行う。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・連携中枢都市圏形成に係る近隣市町村との連携協約締

結，連携中枢都市圏ビジョン策定に向けた調整・検討

・連携中枢都市圏ビジョン懇談会の開催 

－ 

 

⇒ 

－ 

 

⇒ 

年度 

指標 

・連携中枢都市圏形成に係る近隣市町村との連携協約締

結，連携中枢都市圏ビジョンの策定 

・連携中枢都市圏ビジョン登載

事業の推進 

⇒ 
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2-(4) 情報公開・説明責任の徹底 

 

取 組 項 目 行政情報公開の推進 Ｎｏ.23 

担当部署 総務課情報公開センター 

内  容  市民の知る権利を具体的に保障し，公正で民主的な市政の発展に寄与するために，情

報公開制度の適正な運営を進めるとともに，市ホームページや情報公開センター等の窓

口を活用した情報公表･情報提供を推進する。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・情報公開制度の適正運用 

・ホームページや情報提供資料の随時更新，提供する情報の充実 

・新庁舎における情報公開･閲覧コーナーの詳細･具体案の検討 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

年度 

指標 

― ― ― 

取 組 項 目 広聴・広報機能の充実 Ｎｏ. 24-1 

担当部署 秘書広報課，市民生活課，行政改革推進課 

内  容  伝える広報から伝わる広報への転換並びに市民の関心と相互理解を深める広聴・広報

活動実施のため，（仮称）広聴広報戦略プランを策定し，プランに基づいた各種事業を

実施していく。 

 28 年度 29 年度 30 年度

取組 

事項 

・（仮称）広聴広報戦略プランの策定 

 

・新規広聴広報事業の制度設計 

・広聴広報についての職員の意識改革を目的とした研修の実施

・広聴広報戦略プランに基づい

た各種事業実施 

― 

― 

⇒ 

 

― 

― 

年度 

指標 

・広聴広報戦略プランの策定 ・広聴広報戦略プランに基づき

設定 

⇒ 

  Ｎｏ.24-2 

担当部署 行政改革推進課 

内  容  高知市市民意見提出（パブリック・コメント）制度実施要綱に基づき実施するパブリ

ック･コメント制度が適切かつ有効に活用されるよう，随時制度の周知と改善を図る。

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・パブリック･コメント制度の周知及び制度改善の検討 ⇒ ⇒ 

年度 

指標 

― ― ― 

  Ｎｏ.24-3 

担当部署 情報政策課 

内  容  市民が知りたい情報を容易に取得できるよう，また，災害時等においてより多くの市

民に情報を伝達できるよう，パソコン以外の機器からの閲覧への対応を進めるととも

に，ソーシャルメディア等の多様な情報発信手段を積極的に活用していく。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・高知市ホームページのスマホ対応 

・Facebook での情報発信の推進 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

年度 

指標 

⇒ ⇒ ・平成 27 年度と比較した高知市ホームペー

ジのスマホでの閲覧件数の増加率：30％
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３ 簡素・効率化の追求 

 

3-(1) 組織の簡素・効率化 

 

取 組 項 目 簡素で機能的な機構の構築 Ｎｏ.25 

担当部署 行政改革推進課 

内  容  市民ニーズの変化や権限委譲の状況等を踏まえながら，市民サービス向上を目指した

簡素で分かりやすい組織・機構の検討及び機構改革を進める。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・簡素で分かりやすい組織･機構の検討及び機構改革の実施 ⇒ 

 

⇒ 

年度 

指標 

― ― ― 

取 組 項 目 公共施設マネジメントの推進 Ｎｏ.26 

担当部署 管財課財産政策室 

内  容  公共施設マネジメント基本方針，公共施設白書及び基本計画に基づき，平成 28 年度

から施設の再配置計画・長期修繕計画を策定する中で具体的な統廃合の検討，調整を図

っていく。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・施設の再配置計画策定に向けた機能別再配

置方針の決定 

・長期修繕計画策定に向けた施設点検の実施

・施設の再配置計画・長期修

繕計画の策定及び実施 

⇒ 

 

年度 

指標 

・機能別再配置方針の決定 

・施設カルテの策定 

・施設の再配置計画の策定 

・施設の長期修繕計画の策定

・施設の再配置計画及び長期

修繕計画に基づく整備 

取 組 項 目 公社等外郭団体見直しの推進 Ｎｏ. 27 

担当部署 関係各所属，行政改革推進課 

内  容  本市が資本金等の 25％以上を出資・出えんしている団体について，効率的な運営が図

られるようモニタリングを行うとともに，外郭団体の組織・事業のあり方等について，

必要に応じて見直し等の検討を進める。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・外郭団体の運営状況のモニタリング 

・市ホームページによる外郭団体の運営状況の公表 

・外郭団体の組織・事業のあり方等の検討 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

年度 

指標 

・外郭団体の運営状況のモニタリングの実施 

・市ホームページによる外郭団体の運営状況の公表 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

取 組 項 目 職員定数管理の取組の推進 Ｎｏ.28 

担当部署 行政改革推進課，消防局，上下水道局，教育委員会 

内  容  高知市職員定数管理計画に基づき，業務量に応じた適正な職員定数の確保とともに，

行政運営の一層の効率化を図るため，アウトソーシングの推進と一体的に，職員定数管

理の取組を推進する。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・職員定数管理計画に基づく職員定数管理の実施 ⇒ ⇒ 

年度 

指標 

・高知市職員定数管理計画の年度計画による ⇒ ⇒ 

 



 

- 21 - 

 

3-(2) コスト意識の徹底 

 

取 組 項 目 入札・契約事務の電子化 Ｎｏ.29 

担当部署 契約課 

内  容  電子入札システムによる入札を執行し，インターネットを活用した競争見積（オープ

ンカウンター方式）による物品調達の対象範囲を拡大していく。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・電子入札対象範囲の拡大 ⇒ ⇒ 

年度 

指標 

対象範囲 

・工事 一般競争対象分 

対象範囲 

 ・工事    ５百万円以上 

 ・設計等委託 １千万円以上 

対象範囲 

 ・工事    全件 

 ・設計等委託 全件 

取 組 項 目 高知市環境保全率先実行計画の推進 Ｎｏ.30 

担当部署 新エネルギー推進課 

内  容  グリーン購入や節電，節水，公用車の燃料使用量の削減，コピー用紙の使用量削減等

に取り組み，「高知市環境保全率先実行計画」を推進する。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・グリーン購入の推進 

・省エネルギー，省資源の推進 等 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

年度 

指標 

・第４次高知市環境保全率先実行計画の削減目標による ⇒ ⇒ 

 

 

3-(3) 評価と改善の推進 

 

取 組 項 目 行政評価の実施及び活用 Ｎｏ.31 

担当部署 行政改革推進課，総合政策課，財政課 

内  容  政策・施策評価及び事務事業評価の実施手法の見直しを行い，より効果的な評価を実

施する。行政評価の結果は，高知市総合計画の進行管理や予算編成等に活用する。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

― 

・事務事業評価の実施 

― 

― 

⇒ 

・政策・施策評価及び事務事業評価の実施手法の見直し 

・政策・施策評価の実施

⇒ 

― 

年度 

指標 

― 

・事務事業評価の実施 

― 

⇒ 

・政策・施策評価の実施

⇒ 

取 組 項 目 事務事業見直しの推進 Ｎｏ.32 

担当部署 行政改革推進課，財政課，各所属 

内  容  より効率的，効果的な事務事業の実施を目指して，毎年度の予算編成作業における事

務事業台帳の活用，予算査定の場での議論等に加え，事務事業評価結果を踏まえた事務

事業の見直しを推進する。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・予算編成作業を通じた事務事業の見直し 

・事務事業評価結果を踏まえた事務事業の見直し 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

年度 

指標 

― ― ― 
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４ 信頼性の確保 

 

4-(1) 職員の能力と資質の向上 

 

取 組 項 目 職員研修の充実 Ｎｏ.33-1 

担当部署 人事課 

内  容  本市における人材育成の柱となる「高知市人材育成基本方針」に沿って，こうち人づ

くり広域連合と連携しながら，階層別研修，特別研修，派遣研修等各種研修を実施する

ことにより，総合的な人材育成に努める。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・階層別研修の実施 

・各種能力向上開発研修の実施 

・職場研修の実施 

・派遣研修の実施 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

年度 

指標 

― ― ― 

  Ｎｏ.33-2 

担当部署 総務課 

内  容  法令等の正確な解釈と運用の確保のため，職員研修制度でのカリキュラム化や職場で

の継続した研修指導による研鑽を図る。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・任期付き採用職員を含む新規採用職員研修，庶務・会計実務研修及

び実務遂行能力発展講座の各研修を，担当が講師となり実施。 

・総合例規管理システム，業務相談等を通してＯＪＴを実施。 

⇒ 

 

⇒ 

⇒ 

 

⇒ 

年度 

指標 

― ― ― 

  Ｎｏ.33-3 

担当部署 出納課 

内  容  適正な予算執行や公金取扱いなどの出納事務を行うため，会計事務処理能力の強化を

図ることを目的とした会計実務研修を実施する。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・７月に担当者，９月に係長以上を対象とした研修を実施 

・会計事務の知識の習得に役立つよう，研修内容を工夫 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

年度 

指標 

・過年度支出０ ⇒ ⇒ 

  Ｎｏ.33-4 

担当部署 技術監理課 

内  容  公共工事の品質の確保と適切な執行のため，人材育成，資格取得の支援体制の充実を

図り，技術職員の技術力の向上・継承に努める。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・技術研究会の実施 

・技術職員研修の実施（勉強会，事例報告会，技術体験懇談等）

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

年度 

指標 

・若手・中堅職員の技術力向上等 ⇒ ⇒ 
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取 組 項 目 職員研修の充実 Ｎｏ. 33-5 

担当部署 上下水道局総務課 

内  容  企業経営に係る研修や技術職員研修などの充実を図り，公営企業職員としての人材育

成に努める。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・企業経営に係る研修の充実 

・メンター制度の導入 

・上下水道事業の交流研修 

・技術職員研修の実施 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

年度 

指標 

― ― ― 

取 組 項 目 女性リーダー職員の育成 Ｎｏ.34 

担当部署 人事課 

内  容  男女共同参画社会の実現のために，職員全体の意識啓発に取り組むとともに，女性職

員の意識改革や能力向上のための研修派遣等を推進する。また，能力のある女性職員の

登用について積極的に検討していく。 

 28 年度 29 年度 30 年度

取組 

事項 

・「男女共同参画セミナー（こうち人づくり広域連合実施）」へ新任課長補佐級職員を

必修研修として派遣 

・各研修機関が実施するリーダー職員育成や自治体女性職員向け研修等へ女性職員を

派遣 

・女性職員登用の積極的検討 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

年度 

指標 

・「男女共同参画セミナー（こうち人づくり広域連合実施）」へ新任課長補佐級職員を

派遣する。 

・各研修機関が実施するリーダー職員育成や自治体女性職員向け研修等へ女性職員を

４名派遣する。 

⇒ 

 

⇒ 

⇒ 

 

⇒ 

取 組 項 目 人材の確保 Ｎｏ.35 

担当部署 人事課 

内  容  地方分権の進展等の変化に柔軟に対応し，組織の課題を見つけ解決できるといった

「考える職員」「調査し行動する職員」の確保に向けて，職員採用試験の見直し，専門

的な知識や技能を持った人材の採用に務める。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・試験手法の検証等及び周知手法の検討 ⇒ ⇒ 

年度 

指標 

― ― ― 

取 組 項 目 人事制度を通じた人財育成の推進 Ｎｏ.36 

担当部署 人事課 

内  容  人事考課制度及び目標管理制度の一層の活用に向けて，制度の意義・目的の周知等に

努めるとともに，各人事制度との連携により，人的財産（人財）である職員の能力や適

性を活かし，組織力の向上につなげる仕組みづくりを進める。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・「人事考課・目標管理研修」，「人事考課フォローⅠ研修」，「人事考課フ

ォローⅡ研修」を，それぞれ新任係長職員，２年目係長，３年目係長等

の必修研修として実施 

・目標設定や考課時期に，着実に面談が実施されるよう周知する。 

・公務員制度改革等に留意した人事管理制度の改善を検討する。 

⇒ 

 

 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

 

 

⇒ 

⇒ 

年度 

指標 

・適切な実施方法や内容にて各研修を着実に実施する。 

・年３回（期初，期中，期末）目標設定及び考課時期に掲示板等にて面談

実施を促す。 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 
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取 組 項 目 メンタルヘルス対策の充実 Ｎｏ.37 

担当部署 人事課 

内  容  ｢職員の心の健康保持増進｣，「職場不適応の防止と適応援助」，「心の病気と予防」を

目的とした，メンタルヘルス不全を起こさない職場づくりに向けた取組を推進する。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・慣らし出勤制度の見直しの検討 

・高知市衛生管理者の活用 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

年度 

指標 

― ― ― 

取 組 項 目 職員の倫理意識の向上 Ｎｏ.38 

担当部署 人事課 

内  容  「高知市人材育成基本方針」に基づき，コンプライアンスや人権，ハラスメント防止

等の研修を実施し，高い倫理意識を持ち市民に信頼される職員の育成に努める。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・階層別研修（管理職を除く）において，コンプライアンス推進研修，人

権研修を必修研修として実施 

・全職場において人権研修を実施 

・全所属長を対象に，人権研修推進員研修を実施 

・ハラスメント防止研修を実施（隔年実施） 

⇒ 

 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

年度 

指標 

・適切な実施方法や内容にて各研修を着実に実施する。 

・全職場において人権研修を実施 

・人権研修推進員研修を２回実施 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

 

 

4-(2) 公平・公正の維持 

 

取 組 項 目 公共的団体等の資金取扱事務の適正化 Ｎｏ.39 

担当部署 行政改革推進課，関係各所属 

内  容  職員が事務局等を担当する公共的団体の資金取扱事務について，適正な取扱いを推進

するために，「高知市が関与する公共的団体等設置・運用マニュアル」に基づき，所管

課による資金取扱状況の確認及び資金取扱状況の報告を確実に実施するとともに，行政

改革推進本部事務局による不定期検査を実施する。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・定期的な資金取扱状況の確認 

・不定期検査の実施 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

年度 

指標 

－ － － 
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取 組 項 目 一般競争入札の拡大 Ｎｏ.40 

担当部署 契約課 

内  容  公平･公正で透明性の高い入札･契約制度の確立に向けて，一般競争入札により契約す

る案件の適用範囲の拡大を進める。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・一般競争入札の段階的拡大 ⇒ ⇒ 

年度 

指標 

・土木・建築１千万円，その他

１千５百万円以上の工事請負

契約に一般競争入札札を適用

・１千万円以上の設計等業務に

一般競争入札を適用 

・１千万円以上の工事請負契約に

一般競争入札札を適用 

 

⇒ 

・500 万円以上の工事請負契約に一般

競争入札札を適用 

 

・100 万円以上の設計等業務に一般競

争入札を適用 

取 組 項 目 入札・契約に係る情報公開の推進 Ｎｏ.41 

担当部署 契約課 

内  容  公平･公正で透明性の高い入札契約制度の確立に向けて，入札・契約事務に関する経

過等の情報の公表を進める。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・入札・契約情報のインターネット公表 ⇒ ⇒ 

年度 

指標 

・契約課取扱いの物品契約に係る情報のインタ

ーネット公表 

・全庁の調達（入札）案件に係る入札・

契約情報のインターネット公表 

⇒ 

 

取 組 項 目 監査指摘事項への対応 Ｎｏ.42 

担当部署 関係各所属，行政改革推進課 

内  容  定期監査，包括外部監査における行政事務への指摘事項･意見に対して，適正化に向

けた積極的な対応を行い，事務適正化を推進する。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・指摘事項等に対する措置報告の確実な実施 ⇒ ⇒ 

年度 

指標 

― ― ― 
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4-(3) 情報セキュリティの強化 

 

取 組 項 目 個人情報保護の徹底 Ｎｏ.43 

担当部署 総務課 

内  容  マイナンバー制度の開始を契機に個人情報保護への関心が高まっており，市が保有す

る個人情報の適切な取扱いについてより一層の周知徹底を図るとともに，個人情報保護

に関して市民・事業者等への啓発を進める。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・条例の遵守及び個人情報の適正運用について，関係課との個別協議

や新規採用職員等への研修 

・啓発ポスターの掲示やパンフレットの配布，苦情相談への対応を通

じ，市民等に対して随時啓発を実施 

⇒ 

 

⇒ 

⇒ 

 

⇒ 

年度 

指標 

― ― ― 

取 組 項 目 情報システムのセキュリティ対策の徹底 Ｎｏ.44 

担当部署 情報政策課 

内  容  インターネット等からの不正アクセスやコンピュータウイルスへの感染による情報

漏洩，情報システムへの被害を防ぐため，全庁ネットワークにおける情報セキュリティ

対策の強化を推進する。また，情報システムの業務継続計画に基づき，災害発生時の被

害を軽減するための事前対策を進めるとともに，継続的な訓練により，当該計画の運用

の定着を図る。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・不正アクセス等の監視強化 

・情報システムの業務継続計画の運用，随

時見直し 

・全庁ネットワーク再構築 

・サーバを民間データセンターへ順次移設

⇒ 

⇒ 

 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

 

⇒ 

⇒ 

年度 

指標 

― ・出先機関との通

信回線の冗長化

の完了 

・新庁舎を軸とした全庁ネットワークの構

築完了 

・民間データセンターへのサーバの移設完

了（本庁に設置が必要なサーバを除く）
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５ 財政基盤の強化 

 

5-(1) 財政健全化の推進 

 

取 組 項 目 財政運営の健全化 Ｎｏ.45 

担当部署 財政課 

内  容  財政収支見通しの作成等により，財政状況を的確に見通したうえで，歳入確保に取り

組むとともに，公共事業の平準化や起債の繰上償還等による将来負担の縮減に取り組

む。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・新年度予算編成に向けて，部局別概算要求基準額を設定し，政

策・経常一体要求方式により実施 

・起債発行の抑制及び繰上償還の実施 

・個別事業について住民参加型ミニ市場公募債発行の検討 

⇒ 

 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

 

⇒ 

⇒ 

年度 

指標 

・年度末における実質公債費比率を 18％未満とする。 ⇒ ⇒ 

取 組 項 目 持続可能な上下水道事業の推進（経営の健全化） Ｎｏ.46 

担当部署 上下水道局企画財務課 

内  容 高知市上下水道事業経営審議会において，様々な角度から運営の検証を行う。また，

上下水道事業の経営戦略を策定し，中長期的な視野に立った経営の基本計画とする。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・高知市上下水道事業経営審議会において，今後

の上下水道事業のあり方等について審議 

・上下水道事業の経営戦略の作成 

― 

 

・上下水道事業の経営戦略の策定 

― 

 

・経営戦略の実践 

年度 

指標 

・経営審議会において上下水道事業のあり方等を

審議し，答申を受ける。 

・経営戦略の策定 ・経営戦略の実践 

取 組 項 目 公会計制度への対応 Ｎｏ.47 

担当部署 財政課 

内  容 複式簿記･発生主義会計の考え方を取り入れた公会計制度に対応する財務書類の整備

を進めることにより，財務状況を明らかにし，計画的な財政運営の資料として活用する。

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・総務省改訂モデル方式による財務４表を作成し，市

ホームページにおいて公表 

・国が進める統一的基準に

よる公会計制度の導入 

⇒ 

年度 

指標 

― ― ― 
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5-(2) 財源の確保 

 

取 組 項 目 公平･公正な賦課 Ｎｏ.48-1 

担当部署 市民税課 

内  容  課税客体の把握と税制等改正への適正な対応を行い，個人住民税等の適正な賦課を推

進する。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・課税資料の収集・及び調査に基づく未申告者への申告慫慂 

・税制改正及びその他の関連する制度改正への対応 (複雑化する

税制やマイナンバー等) 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

年度 

指標 

― ― ― 

  Ｎｏ.48-2 

担当部署 資産税課 

内  容  ＧＩＳ（地理情報システム）データの整備･活用により，課税客体の把握（捕捉）・点

検を計画的に進め，固定資産税の適正な賦課を行う。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・未特定家屋の一斉調査結果等に基づき，優先順

位をつけ，課税につながる家屋調査の実施 

⇒ ⇒ 

年度 

指標 

・未特定家屋 1,200 件程度の家屋課税調査の実施 ⇒ ⇒ 

取 組 項 目 債権管理の適正化 Ｎｏ.49 

担当部署 関係各所属，税務管理課債権管理室 

内  容  「高知市債権管理条例」に基づき,強制徴収・非強制徴収債権ともに高知市全体の未

収金圧縮及び債権管理の適正化を図る。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・年度当初からの早期実施 

・滞納処分（換価）や強制執行措置の実施 

・債権放棄の実施 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

年度 

指標 

・債権所管課ごとに提出している取組内容の検証と収納率目標

値の達成状況チェック 

・前年度収納率を上回る 

⇒ 

 

⇒ 

⇒ 

 

⇒ 

取 組 項 目 使用料･手数料等の見直し Ｎｏ.50 

担当部署 財政課 

内  容  経済動向等を考慮しながら原価計算等の検証を行い，必要に応じて使用料･手数料等

の見直しを実施する。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・国の指針に基づき，平成 29 年４月からの消費税

率引き上げに伴い必要となる使用料・手数料等

の適切な見直し作業を実施。 

・見直し後の使用料・手数

料等を導入。 

⇒ 

年度 

指標 

― ― ― 
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取 組 項 目 広告収入の確保 Ｎｏ.51 

担当部署 管財課 

内  容  市有財産等を広告媒体として民間企業等に提供することにより，自主財源の確保及び

経費の削減を図る。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・公用封筒，ホームページ，広報紙等を活用した収入確保 

・公共施設への広告付案内表示板の設置拡充及びその他の財源調達方法の検討 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

年度 

指標 

・前年度実績以上の広告収入の確保 ⇒ ⇒ 

取 組 項 目 ふるさと納税の積極的な活用 Ｎｏ.52 

担当部署 財政課 

内  容  ふるさと納税の推進により，地場産品の活性化や地産外商につなげ，併せて，市の一

般財源の確保に努める。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・ポータルサイトを通じた情報発信 

・ホームページの定期的な見直し 

・広報活動（まるごとにっぽん等を利用したパンフレッ

トの配布等） 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

年度 

指標 

・寄附金:600,000 千円 寄附金：650,000 千円 寄附金：700,000 千円 

取 組 項 目 余剰電力の安定化及び売電入札による増収への取組 Ｎｏ.53 

担当部署 清掃工場 

内  容  余剰電力を安定して供給するとともに，売電入札による増収へ取り組む。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・余剰電力量を通告値に合わせるためにマニュアルを作成する。 

・売電入札については，一般競争入札を実施する。 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

年度 

指標 

・７億円の収入 ⇒ ⇒ 

取 組 項 目 新たな自主財源調達手法の検討 Ｎｏ.54 

担当部署 財政課，各所属 

内  容  公共施設における新エネルギー活用など，さまざまな分野において収入確保に向け

た方策の研究･検討を進め，自主財源の確保を図っていく。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・公共施設等における収入確保策の検討 

・その他，自主財源確保に向けた方策の研究・検討 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

年度 

指標 

― ― ― 
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5-(3) 公有財産の有効活用 

 

取 組 項 目 公有財産管理の再構築 Ｎｏ.55 

担当部署 管財課 

内  容  公有財産管理を適切に行うための仕組みづくりやデータ整理を行い，もって公有財産

の有効活用と計画的な施設の保全を図る。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・データの整理 

・データの補充 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

年度 

指標 

・公共施設マネジメントに必要な各種

データの充実を図る 

⇒ ⇒ 

取 組 項 目 遊休資産の整理活用 Ｎｏ.56 

担当部署 管財課 

内  容 本市所有の未利用又は利用率の低い資産（遊休資産）について，跡地等利用計画委員

会の方針に基づく，より効率的な活用や売却，貸付等の資産運用を図っていく。 

 28 年度 29 年度 30 年度 

取組 

事項 

・跡地等利用計画委員会における検討 ⇒ ⇒ 

年度 

指標 

・利活用検討物件の減少（実績 13） 

 

・売却を目指す（条件付き含む）物件

の減少（実績 13） 

・利活用検討物件の減少（目標 11

・▲２） 

・売却を目指す（条件付き含む）

物件の減少（目標 11・▲２） 

・利活用検討物件の減少（目標

９・▲２） 

・売却を目指す（条件付き含む）

物件の減少（目標９・▲２）
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